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台湾における特別支援教育の新学習指導要領に関する検討

-専門高校における障害のある生徒のインクルーシプ教育に着目して-

As加dyon the New Official Guidelines of Special Needs Education in Taiwan: Focusing on 
出eInclusive Education in Vo叩 tionalHigh Schools 

要旨

日本における高等学校での特別支担教tfについては、校内委員会やコーディネーターのi世間

といった基舵的な体制鴨備は徐々に進んできてはいるがまだ不十分であり、実際には機能して

いない場合もあり、量的な体制の確立だけでなく支援の質の担保が望まれる。それに対して、

台湾では尚等学校のうち、 )'fl画教育を主とする普通科高校や、職業教育を主とする噂門高校で

も特別文般教育が可能となるよう配慮がなされている。こうした台湾での教育システムが、日

本における今後の特別文般教育体制の強制を考える上で少なからず参考になると考えられる。

本稿では、台湾の普通科尚校と専門高校における特別支援教育についての現状及び邸門尚校に

おける新学習指導要領を制介し、本要領の怠義と課題を紹介した。
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I.はじめに

日本では後JtJIJl等教育段階の生徒に対して、学

校教育法により高等学校や高等専門学校、専修学

校の高等課程、特別支援学校尚等部が制度化され

ている。また、 EI本では障害者・繊利条約の批准に

向け、障害のある子どもが陣恨のない子どもとjち

に教育を受けるというインクルーシプ教育システ

ム構築のための取り組みが進められ(中央教育帯

崎会初等中等教育分科会 2012)、2014年 l月に

同条約の批准に至った。インクルーシプ教育シス

テムにおいては、同じ場で共に学ぶことを迫求す

るとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児車

生徒に対して、自立と社会参加を見制えて、その

時点で教育的ニーズにMも的確に応える指導を提

供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが

重要である(文部科学符 2014)。また、文部科

学省 (2014) は、特別支般教育が、 J~生社会の

形成に向けたインクルーシプ教育システム構築の

ために必要不可欠なものであり、今後発展させて

いく必要があるとしている。特別支担教育は、こ

れまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的

な遅れのない発達障害も合めて、特別な支援を必

要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校にお

いて実施されるものである(文部科学符 2007)。
大学を除〈全ての学校、学級に在籍する全ての障

-187-



琉球大学級行学郎紀要 第 Hill! 

宮のある者が対象であり、在籍に応じて支援が行

わなければならない。

中央教育審議会 (2005)は、向等学校に在和

している LD、 ADHD、向機能臼 I~HIE等の生徒に

対する指導及び支般の(1: り方等、後JPJI~I等教育に

おける特別支援教育の推進に係る I~/WIJ題につい

て、 'it.:'~~な検討が必要であると可及しており、尚

等学校における特別支般教育の推進が課題として

示されている。さらに、平成 19~Iq 月に施行さ

れた改正学校教育法抑制項第 1Ifiには、高等学

校においても障害のある生徒に対し、障害による

学習 J:又は生活上のi付難を克服するための教育を

行う旨が明記されている。このように、特別支般

教育の新しい枠組みの小で、高等学校における特

別支般教育の推進は明史な政策課題となってい

る。

「特別克服教育体ailJ戦術状況調布J (文部科小型?

2015)では、幼小中尚別にみると、校内委t1会

やコーディネーターの.世間、実態把料、個別の指

導計It1ljや倒別の教育文担計画の作成、巡回相談や

研修等、すべての調1iffi日で平成 25年度の実施

率をl:lulっているものの、幼稚閥、尚等学校にお

いては、小、中学校に比べ実施率が依し体制の

整備が課題であるとしている。また、川嶋・尼崎

(2008)や川嶋・ J11附 (2009)では、崎玉県や

さいたま rliの小、中学校のコーディネーターに対

する'l'ifllJ紙調資より、多くのコーディネーターが

「コーデイネーターの役割が明擁でな ~)J、「専門

性を身につける時!日l的な余裕がなしり、「担任等の

校務との漉任で、コーディネーター業務まで手が

回らな ~)J といった課題を感じていることを明ら

かにしている。尚等学校においては、校内委員会

やコーディネーターの，位置といった嶋礎的な体制

整備は徐々に進んできてはいるがまだ不十分であ

り、実際には機能していない場合も与えられ、lJt

的な体制の擁立だけでなく支援の質の担保が型ま

れる。

インクルーシプ教行の実現に向けて、特別支援

教育の体制が整備されていない尚等学校において

は多くの課題が残されるが、台湾では高等学校の

うち、 m面教育をi:とする普通科向校や、職業教

育をJ:とする専門高校でも特別支援教育が可能と

なるよう配l邑がなされている c こうした台湾での

教育システムが、日本における今後の特別支援教

符体制の戦備を考える 1:で#用であると考えられ

る。そこで本稿では、 H本の高等学校教育におい

て障百のある生徒への対応を検討するための基随

資料となるよう、台向の押通科尚校とWltrJ高校に

おける特別支般教合.について現状をまとめ、さら

に専門II1i校における新学科指導要領を制介する。

なおH-1.:においては、尚等学校に在鮪する場合

は「生徒J と表現するが、台湾においては高校生

も「学生J という表現も1Il~通るため、台湾の統計

資料開述問所においては原典に忠実に「附害学生J

と記述した。

11.高校教青年齢の生徒に対する

台湾の特別支援教育システム

1 .台湾における特別支援教育の高校教育の位置づけ

台湾のIflj等学校教育については、日本と構造も

名称も兇なるため、はじめに前提としてその高等

学校教f1の仕組みを示す。台湾では、向級中等

教育法那 5条により、 i¥"6校教育年|愉の生徒に対

応する学校として、普通型高級中等研校(普通科

高校)、技術型高級中等事校(専門高校)、綜合型

高級中等収校(普通科両校と事門両校の融合校)、

WI科型高級rJl等串校(特定の科目を中心として教

育を行う』11i校)の 4附矧に分けられている。そ

して汗通科尚校と専門尚伎でも特別支担教育が可

能となるように配慮されている。特別支援教育法

第 3 条に JI~づき、知的1;杭旬、視覚障司、聴覚障害、

言語陣討、肢体障害、l!i(ifJ:麻様、病弱、情緒行為

障害、す:刊陣書、重視附官、自閉症、その他の障

害とされる(i主 1)。

次に小学校卒業後 3.~liH\Iの障害のある生徒の

教育に|到する法繋備について簡単に述べて¥，)<。

1999 年に『完成因民教育身心障醍車生升~輔導

続法J (完成同民教育心身障害学生進学支握方法)

が制定され、陣容のある生徒の中学校卒業後の

進学について法律上の道筋が示された。その後、

2001 年に「身心障醍車生十二年就皐安値四年計

百J(心身附-;t;;学生 1・二年就学施行四年実施計画)

の実施により陣害のある'1:徒の高校までの進学が

現実化された。さらに 2013年に高級中等教育法

の成立により、小中両までの 12年間が「国民主主

-188-



隙ほか:台湾に必ける特別支綬教育の新学習指導要領に|則する検討 一専門高校における隙'，Ifのある生徒のインクルーシプ教ffに符IJしてー

本教育J(義務教育にまで至らない)と明文化され、

障害のある生徒も高校進学が確実に保障されるよ

うになった。

なお、専門前校においては、それに先んじた試

みがなされていた。 1994年に専門高校では特別

支援教育実験学級として特別支援学級の，役立を試

み、 1999年度により名祢は特別支援学級に変更

して、正式に制度化された(陳 2001)。専門高

校における学狩指導要領を明確にするため、現行

学習指導要領は 2000年に公布されたものである

(洪・陳・陳 2013)。

上記の制度上の変革にあたって、インクルーシ

プ教育の理念を帥にした特別支般教育に|則する新

学習指導要領は 2007年から 2008年の聞に作成

され、 2011年度から 2012年度までの 2年間試

行された(鵬 2011)0 2013年度には、全凶レベ

ルでの試行が予定されたが、生徒の保護者や現場

の教員の反対により実施が保留となり、学校各自

の判断により新学習指導要領を試行することに

なった W:2)。そのため現状として現行学習指

導要領が全(Ii(的な教育基準として機能している。

2.普通科高校・専門高校における特別支援教育

の実態

教育部(文部科学省に相当)の統計・データに基

づき、 2005lF度から 2012年度までの普通科高

校と事門向校の生徒数と、そのうち特別支援教育

を受けている割合、及び特別支援学校と普通科高

校及び専門高校で特別支援教育を受けている生徒

数と、特別支般教育を受けている生徒のうち、普

通科高校及び専門高校に在籍する割合をまとめた

(表 1)。

J<. 1 2005年度.......2012年度までの特別支援教育を受ける生徒数の推移

~ìill 料尚校 4早川高校の ffl活科尚校 特別文銀学 普通科高校・ 内週刊高校・ 曽遇制高校・ 特別支!11教

の余生徒数 金生徒数② とWI"J高校 校高等部全 専門高位、 専門高校で 専門商校の ffを受けて

m の全'1，もt敏 生徒数④ 特別支般学 特日'1支複数 特))IJ:支t臣殿 いる生徒数

③) ( C!)+⑧}  校高等日告で f1を受ける f1を受ける のうち、将

符別文銀n '1，従段⑥ 生徒数がI品j 通円高校・

ffを受けて 学校中の'1， 時門高校に

いる'1:14!数 徒数に.'iめ 自，mt..てい

⑨ る比率(%) る'1，t~の比

⑦(⑥/@) ヰ.((%)⑥{⑥

/ (5)) 

2005 420，608 331，604 752，212 3，779 15，877 12，098 1.61'，1{， 7s.20% 

2006 419，140 335，554 754，694 3，896 16，835 12，939 1.71% 76.86% 

2007 414，557 339.497 754，054 4，051 17，633 13，582 1.80% 77.03% 

2008 406，316 346，563 752，879 4，275 18，946 14，671 1.95% 77.44% 

2009 403，18:1 354，608 757，791 4，559 20，184 15，s25 2.06% 77.41 'J(， 

2010 400，642 362，514 7s:l，156 4，568 21，358 16，790 2.20% 78.61% 

2011 401，958 366.449 768，407 4，629 22，415 17，786 2.31% 79.68% 

2012 402，68H 369，436 772，125 4，549 23，281 18，732 2.43% 80.46% 

教育部統計庖 (2015)及び教育部特殊教育通級制 (20158，2015b)の資料をもとにf医者作成

上記の表 lより、さらに特別支援教育を受ける

生徒の各学校の在籍本の推移を示すために、普通

科高校及びI..'J(IIJ尚校の生徒数と支援率(凶 1)と、

特別支担教育を受ける生徒数、普通科両校及び専

門高校での在鯖事(図 2)を示した。
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C=J普通1:'1高級の
学$F<

c=コ専門高級の

学生担

{人)

B∞，∞o 

一世ー普通F通商，~及び専門高絞で
特別支領事賢官を宝~1てLゆ
割合

0.596 

3∞，ω。
2∞，αm 

(年}

~ 0.0晶

2012 2011 2010 2∞9 2∞8 2∞7 2∞6 2∞5 

教f1ffil統計慮 (2015)及び教行部特殊教育通報網 (2015a.2015b)の資料をもとに策者作成

普通科両校及び専門高校の生徒数と文担率図 l

c=:コ特別支f冒常事責商号宇都の

学生数

I==:l普通"高I~及ひ専門高校で
特別支f掴敏宵を到7ている

学生数

一ーー特別支f冒鞍宵を受けている
学生のうち.智通U高級及び

専門高収にZ主相する割合

76.2% 76.9% 

一一持竺ー~

25，0∞ ?ー一一一一

20，0∞ト 1<:田区

i 15，877 品?竺JJ

[71t-担E

79.7% 
誕

78.6% 
晶

77.0% 77.4% 77.4% 

〈人J

40.0∞ 

35，0∞ 
30，阿n

40.0% 

30.0% 

20.0% 

15，0∞ 
10，0∞ 

5，αE白 10.0% 

0.0% 。
{年〉2011 2012 2010 2009 

教育部統計慮 (2015)及び教育郎特殊教育通報網 (2015a.2015b)の資料をもとに策者作成

普通科両校及び専門高校の生徒数と文担率

障害のある尚校年齢の生徒の多くが、陣容のない

生徒と同じ教育場で教育を受けていることにな

る。
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専門高校の新学習指導要領

以下、「新学問指導要領の制定の背iitと期念」、

「新学習指導要領の適用対象生徒」、「教育課程の

構成」について述べる。

皿

図2

上記の図表より、以下の 4点が認められる。第

lに専門高校生徒数(②)は年々嫡加しており、

普通科高校生徒数(①)の人数との荒異は次第に

縮小している。第 2に特別支援教育を受ける生

徒数(⑤)が増加している。第3に普通科尚校

及び専門高校において特別支援教育を受ける生徒

の比率(⑦)が刷えているc 第4に特別支般教

育を受けている生徒のうち、普通科同校及び専門

11.6校に在籍している生徒数の比率(⑧)が年々附

加し、 2012年度に s'mを越えている。台怖では、
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1.新学習指導要領の制定の背景と理念

(1)新学習指導要舗の制定の背景

新学習指噂要領が制定された主な背蹴として下

i氾の 3点の課題が挙げられる(教育部 2014b)。

第 lに障害種別の制限である。現行学習指導要

領は既存の特別支担学校(聴覚障害、視覚障害、

肢体不自由、知的陣容)の障害種別に従って制定

されているが、現状はこれ以外の個別の生徒が入

学しているため、この4種別を越えた学習指導

要領が必要と考えられていた。第2に教育の場

の制限である。現行学習指導要領では、特別支農

学校高等部と専門高校の特別支援学級と専門前伎

の普通学級の聞で、指導要領が異なっているため、

他の学校に移行ができな〈なってしまう。さらに

普通科高校や専門向校に入学する生徒がj問加しつ

つあるにもかかわらず、特別支援学校向等部は陣

llf別によってそれぞれ異なる学習指導要領に依拠

するのに対し、普通科高校・専門高校の学習指導

要領には特別支援に関する言及が不足している。

現行学習指導要領は現状に適応できなくなってい

る。そこでインクルーシプ教育の発展にlí~かつて

備のつながりができるような学習指導要領が必要

と考えられていた。第3に、小中 (91ド)と連結

した両校教育での一貫教育がなされていないこと

がある。現行学習指導要領は小中一貫した教育の

実施の前に完成したものであり、前教育段階の教

育との繋がりができない。小中一貫した教育内容

を考慮する学習指導要領が必要と考えられてい

た。

(2)腕学習指導要領の理念

上記の背景を踏まえ、新学習指導要領の理念

として、下記の点が掲げられている(教育部

2014a)。第 lに、普通教育に繋がるインクルー

シプ教育、即ち普通教育課程を軸にして障害のあ

る生徒が学習できるような課程を設計すること

である。第 2に、障害のある生徒に合った補助

的又は機能的な課程を設計することである。第

3に、却鹿と教材を柔軟に凋較することである。

第4に、障害のある生徒への個別教育計画 IEP

Ondividualized Education Program)を強化す

ることである。

2.新学習指導要領の適用対象生徒

新学習指導要領において、適用対象生徒は陣世

百i別といったカテゴリーではなく、認知又は学習

機能の障害の有無そしてその障害の程度により分

類される。具体的には、「認知又は学習機能に障

害がない生徒」、「認知又は学習機能に軽度陣mの

ある生徒」、「認知又は学習機能に重度の障害のあ

る生徒』、の3種顕である。

専門高校の対象生徒(!ftとその取組みをより理解

するために普通科高校との相違について表 2の

通りにまとめた。たとえば、普通科高校では、認

知又は学習機能に障害のないまたその障害が経度

の生徒のみ入学できるのに対して、専門高校では

さらに認知又は学習機能に盟い障害のある生徒も

入学できる。その場合は、特別支援学級で対応す

る。

表2 新学習指導要領の適用対象者

生徒の資質による分割 普通科高校 専門高校

認知又は学習機能の陣
通常学級に在籍し、必要に応じて倒 通常学級に捕し、必要に応じ吋

害のない生徒
別に対応すること(通級による指噂 別に対応すること(通級による指導
も含まれている)。 も合まれている)。

認知又は学習機能のl陛
通常学級に在時L、必要に応じて個

通常学級に在鮪し、必要に応じて倒

度の陣害のある生徒
別に対応すること(通級による指噂

別に対応すること(通級による指噂

も合まれている)。
も含まれている)。又は特別支援学
級にて対応する。

豆一の周
度の障害がある生徒 特別支援学級にて対応する。
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3.教育課程の構成 教科そして特別ニーズ教科と全民国防教育である

(1)専門高校教育訓程と普通科尚校教育課程 が、履修/1¥位数が異なる。他方では特別ニーズ教

専門高校の教育課程への里I!併を深めるために、 科の科目も11¥{立数も同じである。さらに噂門尚校

普通科高校の教育課程を比較する内容を表 3の が各校で~.lln に定める胤修t別立数が多いという点

通り整理した。共通教科は、，IJ5をはじめ、数 に特徴が見られる。

学、社会、 "1然、芸術、生活、健康と体育等の 7

J< 3 t~j亜科高校と保門高校の教育課慌の比較

11.4校 場門，1'6校

教科・科目、 l時1111数は「高中教育断段特殊 教科・科目、時間数は「尚職教育階段特殊

根拠 教育課程大綱J(時過科高校特別支援教育 教育J!i!院大網J(専門両校特別支援教打学

学習指導要領)に依拠する。 習指導嵯領)に依拠する。

J語教科、数学教科、社会教科、 n然教科、

共通の必修 芸術教科、 ~I!ì吊教科、健康と体育療育等の
教科はli"iJJI:c ~I・ 66・88 JI¥位。

教科 7 教科、特別ニーズ教科、全民1 1i1~Jj教育で

ある。計 138.!1¥{立。

聴業教育、学背方法、生活管朗、 n会的ス

キル、移動練習(嗣覚障害のある生徒のた

め)、点字、コミュニケーシヨン訓練、動

特別ニーズ 作訓練(リハビリテーション)、 hllPJJ的科
同1i:o

教科の科1::1 学技術の応m、リーダーシップ、削ji'iJJ、
社会適応。

学期ごとに 0--2 JI¥位を設定することがで

きる。

その他の教
選以履修教科は、数学をはじめ、 ti-sill、社

専門教科と実習教科とを合わせて 30!It{弘会科学など計 II教科、最大 60'1¥位取得
干;~

できる。

同友。(1:記の 96--106単位は教育部に

よる必修単位である。卒業必修単位は教育

部の必修科目に各学校独nlに定めたt制収に

加える)

卒業単位数 lrl低 160単位。 最低 lsO単位が必須c ただし、学校の教

育課巴!の特徴によって所管の教育行政機関

(注 3) に報告し、許可を得てから生徒の

卒業ll'l{，~を明滅することができる。しかし

150 II'l位を下回ってはいけなし、

教育部 (2014h)、教育部 (2014a)をもとに筆者作成

(2)開設される学科 能科"として成立させることができる。なお、サー

新学習指導~舗は既定の家*、海J}Ç、農業、，!'ij ピス学科にはi辿牒サービスコース(例としてマッ

業、T.業、芸術jの6学科 15コースに、特別支般 サージやアロマセラピ一等)、環境サービスコー

教育.を必要とする生徒の適性に配慮してサービス ス(例としてl事l主:の管理や市制等)、ライフサー

学科を追加し、，汁7学科 18教科から構成される ι ビスコース{例としてケアサービスやレストラン

また異なった学科を 2つ以 1:組む場合“総合職 サービス等)の 3コースがある。
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(3)サービス学科の教育線開 具体的にどのような課程を作成するのか、サー

ビス科を例に表4に示した。最大の特徴は、学

校独自の科目設定の自由度が高い。それは教育部

が定めた必修単位が5割程度に対し、学校独自

に設定できる科目が3割から 5割程と設定され

毎週の受講時間数は下記の通りである。毎週

35コマを受講し、 lコマ 50分間、学校の特徴と

生徒のニーズに柔軟に授業時間の調曜ができる

が、週 1750分間以下にすることはできない。ま

た毎週 0-2コマの時間を確保して、生徒への

学習支般を行うことができる。

ているためである。

表 4 環境/ライフ/健康サービス学科の教育課程の構造

MRZll i 教育部の必修教科・科目(単位数)

名称 教科 (11¥{な数) tjt位数 。/Uι 
(※) 

I.J司J持(16) 66・88 34.3・45.8
2.英Jn(12) 

:t数学 (4・8)
ー・ 4.社会鎖械 (6・10)

般教科 5. "1然la'i械 (4・6)

6.2術智i械 (4)

H 
7，生活領域 (4)

日 8.体行(12)

9，他mと保健 (2)

10.全凶民l吋防教育 (2)

11.特別ニーズ (0・12)

開!Jiサービスコース 生命サービスコース 健康サービスコース
1.サービス(イント 1.サービス(イント 1.サービス(イント
ロダクシヨン)(2) ログクション)(2) ロダクション)(2) 
2.環境サービス概治 2.ライフサービス慨 2.他mサービス概論
(4) 論ト日(4) (4) 
:t 1:前~I:と安全(イン :3.衛生と安全{イン 3.衛生と安全(イン

8!唱"4t 1 

トロダクション)(2) トロダクション)(2) トロダクシヨン)(2) 
4.健康サービス;J!伎 4.ライフサービス、 4. fI.JlLliサービス、 f翁
(6) 衛生と安全概論 (4) 生と安全線論(2)
5. '1'務殿様とコン 5.ライフ教育 I・11(4) 5.健康サービス実伎

見
ビュータ応JII(4) 1-11(4) 

30 15.6% 6.実伎(1:級)(12) 6. ライフ教育~伎 6.人体生理学(4)
1-11(4) 

料11 
II(メンテナンス実技 7. 'J!伎(上級)(12) 7. 'J!伎(上級)(12) 
HI 
クリーニング専門1! 幼児謎滋 1-11 リハビリ・マッサー
技1.11 ジ実校1・H
l剖芸1!技 1.11 尚自~X.介護/ケア1-1 1 アロマセラピーサロ

ン尖技1-11
サービス行;J!伎 I・H ペット尖容 1-11 美幸手里11容実技 1-11

生命礼儀 1-11

飲食サービス 1・H

dl 96・106 50.55.2 

学校が定める
教科

持1位数
% 

{※} 

66・88 34.3-45.8 

66・88 34.3・45.8

'H rlJ前JIJ綬業11寺1111 0・8(hlJ刻、補助教育、再履修や自習に使用する)(※} 

Ifi{!¥J総II¥{立数

活動科目

俊~コマ総数

本来II¥{;な

184・192tjt{iL (※} 

18 (学級会及び総合活動を合む。 ljt位に計算せず)

202・210コマ{※)
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(4)教ff課慌の調綬原則と IEPの作成指針 において、「学習内容」、「学習過程J、「学習環境」、

新学空軍指導要領は牛.徒の個別ニーズをrf(制して 「評価Jj法Jの4項目がある。

いるため、教育課程の編成と調整について、 IEP 生徒の能力、状況とニーズに合わせた IEPの

の実践を特に強調している。教育課程の，関税JJi!JIIJ 作成指針はド記の表 5のように示されている。

表5 生徒の能力、状況とニーズに合わせた IEPの作成指針

専門両校の通常学級に在籍する 教符疎開の作成は「職業皐校併科課程綱要J (専門高校学科学問

陣21のある生徒、特別支援学校 指i導要領)を制lにする。ただし生徒の個別ニーズに応じて通常

i河等部に夜籍する認知機能に陪 の教育課rl¥でIEPを設定するか、又は特別ニーズ教科を開設す

115のない生徒 るか、により行うことカfできる。

可能な限り通常の教育課程の中で、 IEPを作成して対応する。教

専門向肢の特別支援学級そして 育部が定めた専門's.'fl教科と各校の定めた教科は、地域の特性、

特別支援学校高等部に在籍する 学校の発版、臨I坊のニーズ、および生徒の心身状況に合わせ、

認知機能に障害の軽い生徒 異なる教科・料uを参照しながら作成する。教育課程の内容は

機能性や'~川1"1:の 11'6~ ，ものを中心にするc

教育ri'!t!仰の作成は生徒の生理的年齢、障害種別と程度、 IEP、科

[1とfl¥{伐数のJWi成や組数の科目を大きな項目に統合することな

特別文般学校高等部に在籍する どによって行う。1=1的は'1:徒の就職、家庭/個人生活および地

認知l機能に重い障害のある生徒 域生活の能力を打成すること。教育課程の内容は、社会適応能

力の育成を市制し、実川性と機能性の高い内容を中心にlril.り総l
み、生徒の'1:r，fj経験に結び付けていく統合する。

(5)教育.llI!開作成時の留意点

教育部 (2014a) と教育部 (2014b)では教育

課艇の作成において、下記の配慮点が取り 1:げら

れている。第 lに長小限の環境制限である。生

徒がM小限の環境制限の中で教育を受ける権利を

守るために、普通学校(通常学級)への移行の可

能性を与l愚しながら、生徒の学業と職業志向を将

if(することである。第2に生徒を主体とするこ

とである。学校の教員や資源を中心に教育訓仰を

作成することではなく、生徒を中心にすべきとさ

れる。第31こ教Hの教育能力を高めることである。

教!lに研修会や授業見学への棋極的な参加を促進

し、それによって、教員の専門知識を向め、|瑚辿

支援資ilJi!の担握を可能とし、本学習指噂費拡iのJlI!

念をうI!到するようにする。第 4に各自の学校に

fTった教育課程を作成することである。各伎はr.oo
f'1¥設展委口合J (教育課程開発委員会)を設I~l し、

新学習指導要領と各校の理念を基に選択科11を作

成し、教日自らが編集した教材と教育課程内符へ

の議夜と評価を行う。教員により編集した教材は

教育部(2011)をもとに飛行作成

f十校の教育課程開発委員会で審査を受け、そして

校内の「特別教育推進委員会J (特別教育法第45

条第 1Jj'(により規定されている)に報告する(数

行部 2014(1)。

IV.新学習指導要領への評価

新・現行学押指導要領の最大な相違点は、附:If

の有無および在籍状況(特別支援学校や専門学校

の通常~~{!級又は特別支援学級)に関係なく、昨通

科j¥'6校通常学級の生徒の教育課程を基準にすると

いったインクルーシプ教育の理念である。以下、

新学習指導要領への評価について「新学習指将要

制の教育プログラムに閲する課題」と「新学習指

将要領の実施課題J 2項目にまとめ、検討を加え

た。

1.新学習指導要領の教育プログラムに関する課題

(1) ・般教科・科目の増加

現行学習指導要領では教育課程の編成が通常学
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級のものと遣い、認知とレクリエーションと生活

の3教科のみである。それに対し、新学習指場

要舗では通常学級と 1I司じ教科・科目(表4を参

照)である。そこで現場教員は担当する教科・科

目を教える力に課題を抱えている(洪・隙・陳

2013)。

(2)職業教育課艇の削減と学科の噌加

現行学習指導要領では、・・実習および専門教科"

に加えて、一般教科・科目の中、職業教育に!則す

る教育課程は多く設けられている。それに対して、

新学習指導要領では、『専業興費習科目J (実習お

よび専門教科)と「特殊掃求課程J (特別ニーズ

教科)のみ学習の時間を設計している。そのため、

認知機能に障害のある生徒にとって、職業教育に

閲する学習が不足する恐れがあると思われる(洪・

陳・陳 2013)。

現行学習指導要領では陣告のある生徒に対して

民業、工業、商業、家事、服務(サービス)との

5つの学科に限定しているため生徒の職業に閲す

る学習成果と選択肢は制限されている。新学習指

導要領では 7学科 18コースに拡大し生徒に多く

の選択肢を提供している。そもそも職業の現場経

験がない特別支援教日にとって、学科の噌加に伴

い一層臨業教育の負担がかかる(洪・陳・陳

2013)。

(3) 認知機能に陣í~fがある生徒に適切な教育訓!舵

であるか

現行学習指導要領は学年ごとの目標設定がな

く、個々の生徒の特徴・ニーズに適切な教育課程

を作成し長期にわたる反復学習ができる。新学習

指導要領は学年ごとに指導目標を設定するといっ

た発展性のある教育とも考えられる。しかし、こ

のような教育課程は認知機能に重い障害のある生

徒に不適切ではないかとの不安と不満が生じてい

る。また国語、英語、数学、理科等の一般教科や

科目増加の反面、生活教育と社会適応と現場実習

などの実用教育課程の削減・削除は認知機能に師

宮のある生徒の社会生活と職業の学びを減らし、

卒業後の社会生活と就職に悪影響をもたらす恐れ

がある(全悶高級中等明校教育産業工合 2013)。
また基礎科学や統計、三角関数などの学びが巣た

して必要なのかと疑問視する声もある(公視新聞

網 2013)。

2.新学習指導要領の実施課題

上記の (3)について新学習指導要領の作成責任

者である胤 (2013)は、『現行学習指導要領の生

活教育と社会適応との教育課程内容は特別ニーズ

教科の中に吸収されており・・・(一般教科・科目)

社会および自然教科の教育課程に統合させると生

徒の(社会)適応能力をさらに充実させることが

できる」、 rlEPによって教育課程を調整し、生徒

の特徴とニーズに応じて教育課程を調鞍し、微分

積分や三角関数の学習を求めていない」と回答し

ている。要するに新学習指導要領は、普通の教育

課程を鼠視するものの同じ教育内容をすべての障

害のある生徒に要求することではない。 IEPの作

成そして教科・科目問の連携によりさらに学びが

深まることが期待されているであろう。しかしな

ぜその疑問が払拭できないのか、そして試行後に

実施保留とまでなってしまったかに関して、筆者

たちは以下の通りにまとめた。

Evans， Griffo， Hegarty et al. (2013)は、障

害のある児買の教育を阻害する障壁について制度

全体の問題と学校の問題を指摘している。制度全

体の問題として、具体的に「省庁による責任の分

断」、「法律、政策、日原および計画の欠如」、「不

十分な資源」が記載されている。学伎の問題に

ついては、「カリキュラムと教授法」、『教師に対

する不十分な研修と支援」、「物理的な附陛」とい

う「障壁Jが取り上げられている。新学習指噂要

領の実施に閲して最大の課題は学校の問題にある

「カリキュラムと教授法J と「教師に対する不十

分な研修と支担J さらに「新学習指導要領への理

解不足Jだと弓えよう。

何 (2013)は実施上の課題について下記の 3
点を取り上げた。それは第 lに理念の耳I!解と宣

伝の課題である。第 2に教育課程の調整と教育

方法である。第 3に学校内のサポートに閲して

である。上述のlJiの 3点目(認知機能に陣害が

ある生徒に適切な教育課程であるか)で取り上げ

た課題について、障害のある生徒の親のみならず

現場の教員も同じ疑問を持っている。それは新学

習指導要領のJ!I!念と梢神への理解不足とn伝不足
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が原因であると何 (2013)は指摘している。し

かし現場の教員にとって、課題はそれだけではな

いと考えられる。実際には、認知機能にif(い障害

がある生徒に対し、同学年の生徒の段階能力目標

に合わせて認知機能に If(い障害がある生徒に適切

な教育課程を作成し、教材を作成することはとて

も難しいとの声が多い。要するに 2点目の実施

t:の課題は普遍的に(f{Eしており、その結巣、認

知陣苫の重い生徒から成長した姿が見られない。

それどころか以前より学習結果が悪〈なったとの

II'r- {dfiをもたらしてしまう。 2 点目の実施J~H越を改

善・解決するために特別支援教育教員は多くの学

習をし、また研修に参加しなければならない。そ

のため学習及び新教育課程の作成・実施には校内

のサポートシステムが必要である。しかし現状で

は校内のサポートが不足している。

3.上記の評価に関する検討

以上の評価点を断まえ、筆者は下記の 2点につ

いて述べる。

都 lに新学習指導要制は障害のある生徒の主

体1'1:を重要視し、 IEPの作成で個々の生徒に合っ

た教育課程によって隙;IFがもたらした制限を克服

しつつ個々の生徒がlil大限の教育を受けるという

大きな意義があると評価できる。 Evans.Griffo， 

Hcgarty et al. (201:3)は、インクルージョンを

広義と狭義に分割した上で、広義のインクルー

ジョンを次のように定義している(注4)0r障害

のある子供を合むすべての子どもの教育を(中

時)共通の規則と手続きにのっとり、行うことで

ある。このモデルでは『もっとも制約の少ない環

境』の原則に従い、特別学校やセンタ一、統合学

校の特別学級または昨通学校の普通学級など、さ

まざまな場で教育が行われる可能性がある」とし

ている。まさしく新学習指導要領はこの広義のイ

ンクルーシプ教育と .1えよう。理念はiEしくとも

各校の実際の環境と資源の差異、教Hの育成など

がもたらす実践 1'.の1，f;J慨を考慮に入れていなかっ

たことが、新学習指導要領の実施が保W!された信

大のl原因となっている。

第 2 に普通教育と Ij~ーの教育内容を，投定するこ

とを強調しすぎる結!袋、「特殊が普通に砕まれて

しまう J という危険性を招いてしまう可能性も否

めない。すなわち、新学刊指導要領はなるべく陣

害のある生徒は一般教育を受けさせると同時に、

皮肉なことに、「普通=多数(マジョリティ )J と

いうイデオロギーの強化につながってしまう。そ

のSJi県、 ・般教育と IEPを過度に統合しようと

することで、障害のある生徒の教育権を向上する

と~ ，う4.:米の箆想が、p;t'，I~のある生徒に一般教育

のレベルを強制するという 'JI態に陥る危険性があ

る。

VI.おわりに

本航ではあ〈まで新学習指湾要領を紹介したに

過ぎない。カリキュラムの実施は一歩ずつ進むと

いう組維な工程である。完全な計画の実施はJlI!念

の共通J!l!解、宣伝および人材の育成、その他、関

係行政システムの応援、マンパワー、経費、投備

などの資源のサポートが必要であり、それらが成

否のカギを握るのであろう。新学習指導要領は大

きな変市であるため、1l'tmに試行し実験し常に修

正していく中で、その実施が円滑に行われるよう

になるであろう。

現実的・技術的な課題が山闘しているにせよ、

同じアジアの近隣国で、向等教育のシステムを迅

速に民IJ日していることは訪日に値するのではない

だろうか。無論、現実的な課題は丁駅に盤耳I!して

いく必~もあるが、実態に合わせてシステム改正

をしている姿は意義があると思われる。

注)

I f在日1I文俊教育法第3条では下記の隊寄を挙げて対象

としている。智能隙磁(知的防~~ :知的発述がI ，~JI~

tII告の人より明らかに巡〈、かつ学宵及び生活適応能

力において著し〈悶嫌であることを指す)、制位隙

磁{視覚障宮:先天的や後天的原因で視覚の総wに

欠仰を及ぼす、または.:11;や全部の視覚織f彪に隊司

を及ItL、矯正後む悦党の必知に困難があることを

fItすれ艇健防擬(聡党附~I~ :聴覚器官の納治的欠

mや機能異常により、聴覚の活動や能力が限られる

ことを射す)、 dJS隙艇(，JJ語障害:言31iに対する

JlI!併や1<現)Jが同年齢の人より低〈、コミュニケー

ションに支障をきたすことを指すに肢飽関目玉(肢

体不i'l1!J:上段、下肢、体斡の一部や全部の憐能の

隊'Hにより、学科活動の参加に影響を及ばすことを
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指す)、勝作:J附単(脳性麻煉:脳の発述過程の非進

行的やJI!一時的な脳倒{鍔により、助作や姿勢の発達

に文隙をきたす、またはそれに伴う感覚、知覚、認知、

コミュニケーション、学習、記憶や集中力などの精

神的防計によって、活動や~I:r.市上が著しく困難であ
ることを射す)、身般病弱(病弱:病による体力の

良樹で、 .WTI対fi撃を必要とするため学習活動に影響

を及ぼすことを指す}、情緒行為陣擬(情緒行為隠笥:

民則的かつ顕著な情緒や行為表現の異常により、学

校環境の適応に厳mな支隊をきたすことを指す。こ

のような阿古は知的、感覚世書官や健康などの要因が

i((践にもたらす結栄ではない。精神疾患、感情隊宙、

恐怖f，I:、不安縦、注窓欠知・多動性やその他の持続

的なttI紛や行為問題を合む)、~習陣擬(学習障害:

附神的や心即.的機能の異常による集中力、記憶、浬

郎、知党、匁111:動作、鍛.I!P.などの能力に支隊をきた

すため、聴く・訴す・読む・i!}<・計算などの学習

にl封mを及ぼすことを術す。そういった障害は感覚

総行、知能、情緒などの防省要因、または文化的刺

激の不足、教ff不当などの環境的要因による結果で

はない)、多m陣凝(重視隊笥:2翻類以上の関連な〈、

かっ1.;]一脈問に起悶しない隊告による}、自問者E(自

閉山:紛糾1的・心理的憐能の異常によるコミュニケー

シヨン・社会的交流・行為や逝味の表現などにおい

て文附をきたすため、学智及び生活適応において図

鑑があることを指す)、その他の陣告である。以上

の定義は『身心陶磁及資賦俊典与4生鑑定税法J (心

身隙;'f1えぴ資質優秀学生鑑定方法) (教育部 2013) 

によるものである。

2 20日年 7Hに、新学湾指導要領の全面的なi誠

行を・ 11守的に中 11:すると報道された。 (http://

mag.lldn.com/mllg/vote2007-08/storypage. 

jsp?f_ART_ID=468226 2015/3/5取得)。また、教

ffffllは 2013fl' 8月 15日に、新学科指導要領を尖

fiするか否かを学校の状況によって各自で判断する

と公告した。 (https://docs.google.com/自le/d/OB2

pJgQm4e 1 RYY2VtOEI4b3hEXzA/edit 2013/3/6 

1附則

3 r特殊教育法J (特別教育法}第 2条 (2014c)によ

ると、 ri野符の教育行政機関J とは、中央レベルで

は放育郎、前倒市レベルでは庇傭市政府、県(市)

レベルでは県(市}政府に該当する。

4 広i{!に対して、狭義のインクルージョンとして、「す

べての即時のある子どもは、普通学級で同年齢のク

ラスメートとともに教育を受ける」と認aまされてい

る。すなわち、本稿では広義のインクルージョンを

取り J:げたが、台湾の新学習指導要領が必ずしも同

じ嶋所をj付1しないことも、インクルージョンとし

て災Ji!しうるという怠味で取り上げている (Evans.

GriπO. Ucgarty ct al. 2013)。
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